
 

 

 

 

平成２７年７月２０日発行 第１４号 No.１ 

地方創生講演会を開催します 
全国の住民協働、官民協働の事例紹介をとおして、高萩の創生のためにできる

事を考えてみませんか。ぜひ、お気軽にお越しください。 

日  時 平成２７年８月７日（金）開場 17：30 開会 18：00（閉会 19：30 予定） 

場  所 高萩市総合福祉センター多目的ホール  

講  師 内閣府地方創生推進室次長 麦島 健志氏 

内  容 
「人口減少社会に求められる地域力 

－市民・民間・行政の力を結集！高萩市創生のために－」 

対  象 入場無料、どなたでも聴講できます（先着２８０名）  

○問合せ先 高萩市役所 企画広報課 地方創生政策室 
ＴＥＬ ２３－２１１８ 

新庄まつり見学ツアー 参加者募集！ 
 高萩市の友好都市・山形県新庄市で行われる「新庄まつり」へ行きませんか。 
新庄の夜に輝く豪華絢爛の山車をぜひ見に行きましょう！！  

日  時 
出発：平成２７年８月２４日 (月) 8：50 集合 

帰着：平成２７年８月２５日(火)19：30 予定 

総合福祉センター発着  

１泊２日の旅 

対  象 市内在住・在勤・在学の方（中学生以下は保護者同伴） 

内  容 
【１日目】宵まつり山車行列見学 

【２日目】本まつり神輿渡御行列見学、瑞雲院・戸沢家墓所見学など  

宿 泊 先 ホテルルートイン天童（山形県天童市）１名１室（朝食付き） 

参 加 費 13,000 円(交通費・宿泊費・観覧席料金含む。)※飲食代は各自負担 

申込方法 
【申込先等】８月７日(金)までに、参加費を添えて観光商工課（仮設庁舎

Ｃ棟１階）へ申込（先着４０名・定員になり次第締切） 

【受付時間】8：30～17：15（土日祝日を除く。） 

○問合せ先 高萩市役所 観光商工課 商工グループ 
      ＴＥＬ ２３－７３１６ 

とうもろこし祭りのお知らせ 
里山体験を楽しんでみませんか。皆様お誘い合わせの上、ぜひお越しください。 

日 時 平成２７年８月２日（日） 9：00～14：00（なくなり次第終了） 

場 所 大能生活改善センター 
（高萩市大能６５３） 

花貫物産センター 
（高萩市大能１１００－２） 

内 容 
◆とうもろこしもぎとり体験 

１本 80 円（生産者の指導付き） 

◆朝取りのとうもろこし・焼きとうも

ろこし・焼きじゃがいも等の販売 

◆じゃがいものつめ放題（1 袋 100 円） 

問合せ先 
高萩市里山づくり委員会事務局 

（高萩市役所 農林課内） 

ＴＥＬ ２３－７０３５ 

花貫物産センター 

ＴＥＬ ２８－０８０８ 
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８月から臨時福祉給付金の申請受付が始まります 
 消費税引き上げによる影響を緩和するため、平成２７年度も引き続き一定の要
件に該当する方に、臨時福祉給付金を支給します。 

対 象 者 
平成２７年度分の住民税が課税されていない方 
※課税されている方の扶養親族等となっている場合や、生活保護の受給者であ

る場合などは対象となりません。 

給 付 額 １人につき６，０００円（平成２７年度は、加算給付金はありません。） 

申請方法 
給付対象と思われる方には、７月末日までに「個人住民税のお知ら
せ」と一緒に申請書を発送します。同封の返信用封筒で必ず申請期
間内に申請してください。 

申請期間 

【郵送】平成２７年８月１日(土)から平成２８年２月１日（月）ま
で（当日消印有効） 

【窓口】平成２７年８月３日(月)から平成２８年２月１日（月）ま
で（8：30～17：00 ※土日祝日・年末年始を除く。） 

ご注意！ 
◇市町村や厚生労働省の職員がＡＴＭの操作をお願いすることや、支給のため

に手数料などの振り込みをお願いすることなどは、絶対にありません。 

※平成２７年度は、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の両方を受け取るこ
とができます。 

○問合せ先 高萩市役所 社会福祉課 社会福祉グループ 
      ＴＥＬ ２３－７０３０ 
 

利用権設定で農地を有効利用してみませんか 
所有している農地を高齢のため耕作できない方・後継者がいない方！農地を荒

廃させてしまうと、周辺農地の営農に支障が生じる場合があります。法律に基づ
いた農地の貸し借りをして、農地の有効利用をしませんか。 

申請場所 高萩市農業委員会（高萩市役所仮設庁舎Ｄ棟２階）  

申請期間 

次の申請月（年４回）にお申込みください。（土日祝日を除く。） 

申請月 １月 ４月 ７月 １０月 

契約開始 4/1～ 7/1～ 10/1～ 1/1～ 
 

その他 
◇農業経営基盤強化促進法（利用権設定）による手続で農地の貸し借りをす

れば、契約途中でも両者の合意で契約を解除することができるため、所有
者に農地が戻ってこないということはありません。 

※詳細については、高萩市農業委員会までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

○申込・問合せ先 高萩市農業委員会  ＴＥＬ ２３－７３１９ 

 

農業委員会では、農地法による利用状況調査（農地パトロール）として、荒廃農地の把握と発

生の防止、違反転用の実態調査を行っています。調査に当たり、農地への立ち入りを行う場合が

ありますので、ご理解とご協力をお願いします。 

８月は「農地パトロール強化月間」です！ 

１０月１日 国勢調査を実施します。 
◇９月中旬頃 調査員がお伺いします。調査へのご協力をお願いいたします。 

○国勢調査の問合せ先 高萩市役所 総務課 ☎23－2119  
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